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令和８年度 危険物取扱者試験 試験案内 
 

(一財)消防試験研究センター鳥取県支部 

〒680-0011 鳥取市東町１－２７１ 

県庁第二庁舎８階 

ＴＥＬ ０８５７－２６－８３８９ 

ＦＡＸ ０８５７－２４－１０５２ 

https://www.shoubo-shiken.or.jp/branch/31tottori/  
 

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の５第１項の規定により、一般財団法人 消防試験研究センター

（以下「当センター」という。）が鳥取県知事から委任された危険物取扱者試験を次のとおり実施します。 
 

１ 試験の種類と取り扱うことができる危険物 

危険物取扱者免状には甲種、乙種及び丙種の３種類があります。甲種・乙種は取扱作業及びその立会い、

丙種は乙種第４類危険物のうち指定された危険物に限り取扱作業をすることができます。 

試験の種類 取 り 扱 う こ と が で き る 危 険 物 
甲  種 すべての種類の危険物 

    

乙 
 

種 

第１類 酸化性固体 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類等 
第２類 可燃性固体 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム等 
第３類 自然発火性物質及び禁水性物質 カリウム、アルキルアルミニウム、黄りん等 
第４類 引火性液体 ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類等 
第５類 自己反応性物質 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物等 
第６類 酸化性液体 過塩素酸、過酸化水素、硝酸等 

丙  種 引火性液体 ガソリン、灯油、軽油、重油等 
 

２ 試験日程・受験願書の受付期間・合格発表予定日 

回 試験日 受験地 受 付 期 間 合格発表予定日 

第 1 回 令和 8年 6 月 14 日(日) 鳥取市、米子市 
令和 8 年 4 月 22 日(水)  

～ 5 月 1 日(金) 
令和 8 年 7 月 2 日(木) 

第 2 回 令和 8年 9 月  6 日(日) 倉吉市 令和 8 年 7 月 24 日(金)  

～ 8 月 3 日(月) 

令和 8 年 9 月 29 日(火) 

第 3 回 令和 8年 9 月 13 日(日) 鳥取市、米子市 令和 8 年 10 月 6 日(火) 

第 4 回 令和8年11月29日(日) 鳥取市、米子市 
令和 8 年 10 月 9 日(金)  

～10 月 20 日(火) 
令和 8 年 12 月 17 日(木) 

第 5 回 令和 9 年 3 月 7 日(日) 鳥取市、米子市 令和 9 年 1 月 13 日(水)  

～ 1 月 22 日(金) 

令和 9 年 3 月 26 日(金) 

第 6 回 令和 9年 3 月 14 日(日) 倉吉市 令和 9 年 4 月 2 日(金) 

 
３ 集合時刻及び試験開始時刻 

 試験の種類 集合時刻 試験開始時刻 
午前 甲種、乙種全類、丙種 午前９時３０分 午前１０時００分 
午後 乙種第４類 午後１時３０分 午後 ２時００分 

〔注意事項〕 

(1) 乙種第４類の試験は、午前、午後とも実施予定ですが、どちらで受験するかは当センターが指定し、受

験票に記載します。乙種第４類の申請者は、どちらでも受験できるものとして受験申請してください。 

(2) 試験会場は、当センターで決定し受験票に記載します。(※主な試験会場は P.15 をご覧ください。) 

 
４ 受験資格 

(1) 甲種 
受験資格が必要です。 

詳しくは、「甲種危険物取扱者試験の受験資格」（P.3 の 7(2)）をご確認ください。 

(2) 乙種及び丙種 受験資格は必要ありません。どなたでも受験できます。 

 

５ 試験手数料 【消費税非課税。一旦払込みされた試験手数料及び払込手数料は、お返しできません。】 

甲種 ７，２００円  乙種 ５，３００円  丙種 ４，２００円 
払込方法は「11 電子申請の方法(2)」（P.6）又は「12 書面申請の方法(3)」」（P.7～8）をご確認ください。 

 

◆試験案内に記載されている内容をよくご確認の

うえお申し込みください。 

◆申し込まれた方は、試験案内に記載されたすべ

ての事項に同意したものとみなします。 

≪記載事項に対する同意≫ 
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６ 受験申請の方法 

受験申請の方法は、電子申請（インターネットを使用）と書面申請（紙の受験願書を使用）の２通りです。 
同一試験日に、電子申請と書面申請で重複して申請すること及び同じ種類の試験を２回受験することはできま

せん。具体的な方法は、「11 電子申請の方法」（P.6）又は「12 書面申請の方法」（P.7～）をご確認ください。 
 

受験申請は、電子申請（インターネットによる申請）をぜひご利用ください。 

 

 

 

書                   ≪受験手続きから合格後の免状交付申請手続きまでの流れ≫ 

 

 

 申 請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   電 子 申 請（P.6）     書 面 申 請（P.7～） 

（一財）消防試験研究センター 

ホームページから申請（P.6） 
https://www.shoubo-shiken.or.jp/ 

 

 試験手数料の払込み（P.6） 

         

受付完了メールの受信 
（試験手数料の入金確認後に送信します。） 

受験票ダウンロード可能メール受信 
（試験日の概ね１０日前までに当センターから送信します。） 

        受験票のダウンロード・印刷（P.11～） 
（受験票は受験者がA4用紙（白色）に印刷してください。 

当センターからは郵送しません。） 

試 験 当 日 
※写真が貼付された受験票がないと受験できません。 

  試験結果通知書受け取り（P.13） 

（当支部から郵送します。） 

  合格者は免状交付申請（P.14） 
（当支部へ郵送又は持参してください。） 

受験票に写真をのり付け（P.11、12） 

受験願書の作成 

受験願書は試験種類ごとに作成してください。 

(P.9～) 

受験願書の提出 
（当支部へ郵送又は持参してください。） 

        受験票の受け取り（P.11～） 
（試験日の1週間前までに当支部から発送します。） 

          試験手数料の払込み（P.7～） 

         

免状の交付 
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７ 甲種危険物取扱者試験 
(1) 試験科目、問題数及び試験時間（甲種試験には試験科目の免除はありません。） 

試 験 科 目       （ ）内は略称 問題数 合 計 試験時間 

① 危険物に関する法令（法令） 15 問 

45 問 ２時間 30 分 ② 物理学及び化学（物化） 10 問 

③ 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法（性消） 20 問 

(2) 受験資格及び証明書類 

次表に示す対象者に該当する方は、甲種消防設備士試験の受験資格があります。受験資格を証明するための

書類は、同表の「証明書類」欄を参照し提出してください。(全てコピー可） 

また、過去に甲種危険物取扱者試験の受験申請をしたことがある方は、そのときの「受験票」若しくは「受

験票（控）」又は「試験結果通知書」（資格判定コード欄に番号が印字されているものに限る。コピー可）を提

出することにより、受験資格の証明書に代えることができます。 

対 象 者 大 学 等 及 び 資 格 詳 細 
願書資格欄 

記入略称 
証明書類 

〔１〕大学等にお

いて化学に関する

学科等を卒業した

方(専門職大学の

前期課程を修了し

た方) 

(P.4 別記➀参照) 

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校 

大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校の専攻科(*) 

防衛大学校、職業能力開発総合大学校、職業

能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、

外国に所在する大学等 

専門職大学の前期課程を修了 

大学等卒 

卒業証明書、卒業証書又

は学位記(*は、修了証明

書又は修了証書等でも可) 

 

注）学科等の名称が明記

されているもの 

〔２〕大学等にお

いて化学に関する

授業科目を 15 単

位以上修得した方 

(P.4 別記➁参照) 

大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大

学、高等専門学校（高等専門学校は専門科目

に限る）、大学院、専門職大学院、専修学校 

大学・短期大学・高等専門学校の専攻科 

防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、

海上保安大学校、気象大学校、職業能力開発

総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力

開発短期大学校、外国に所在する大学等 

１５単位 

単位修得証明書又は 

成績証明書 

 

注）修得単位が明記され

ているもの 

〔３〕乙種危険物

取扱者免状を取得

している方 

乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、製

造所等における危険物取扱いの実務経験が２

年以上の方 
実務２年 

乙種危険物取扱者免状及

び乙種危険物取扱実務経

験証明書 

次の４種類以上の乙種危険物取扱者免状を取

得している方 

〇第１類又は第６類 〇第２類又は第４類 

〇第３類      〇第５類 

４種類 乙種危険物取扱者免状 

〔４〕修士・博士

の学位を取得して

いる方 

( P.4 別記➀参照) 

修士、博士の学位を授与された方で、化学に

関する事項を専攻したもの（外国の同学位も

含む。） 

学 位 

学位授与証明書、学位

記、修了証書又は修了証

明書 

 

注）学位を取得している

こと、かつ、化学に関す

る事項を専攻したことが

わかるもの 

［備考］  
１ 〔１〕の高等学校及び中等教育学校の専攻科については修業年限が２年以上のものに限ります。 
２ 〔１〕、〔２〕の専修学校については、修業年限２年以上、総授業時数 1700 時間以上の専門課程に限り認められ、証明書類とし 

て表の書類のほか次のいずれかの書面が必要になります。（ただし、表の証明書類に次の(1)又は(2)の内容が記載されている場合 
は、次の(1)又は(2)の書面は不要です。） 
(1) 専門士又は高度専門士の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し 
(2) 専修学校の専門課程の修業年限が２年以上で、かつ、課程の修了に要する総授業時数が 1700 時間以上であることを証明する 

書面（P.8 の 13 の書式例１を参照してください。） 
３ 〔２〕の大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、大学院、専門職大学院等における修得単位は、卒業、 
在学中、中途退学又は通信教育等にかかわりなく算定することができます。放送大学も同様に算定できます。 

また、複数の大学等において単位を修得した場合は、それぞれの単位を通算することができます。 
４ 〔２〕の「単位修得証明書（危険物取扱者）」は、P.8 の 13 の書式例２を参照してください。 
５ 〔３〕の「乙種危険物取扱実務経験証明書」は、事業主等の証明書です。P.10 の受験願書Ｂ面(裏)の様式を参照、使用してく 
ださい。 

６ 旧大学、旧専門学校、高等師範学校、実業学校教員養成所等の卒業者及び単位修得者、専門学校卒業程度検定試験合格者も受 
験資格を有する場合があります。詳細はお問い合わせください。 

７ 「願書資格欄記入略称」は、受験願書の「甲種受験資格」欄に記入するものです。 
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〔別記〕 
➀化学に関する学科等の例 

ア 名称の一部に「化学」の字句が含まれる学科又は課程 
（ただし明らかに「化学に関する分野」と認められないものは除く。（例）人類文化学科等） 

イ 次の表に示す学科又は課程等 
化学に関する学科又は課程等の名称 

ア 

イ 

エ 

オ 

 

 

 

 

 

カ 

 

 

キ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 

安全工学科  

医療薬学科 

衛生薬学科 

応用原子核工学科 

応用生物科学科 

応用生物工学科 

応用生命科学科 

応用生命工学科 

応用微生物工学科 

環境生命科学科 

環境物質工学科 

環境ﾏﾃﾘｱﾙ学科 

基礎理学科 

機能高分子学科 

機能高分子工学科 

機能材料工学科 

機能物質科学科 

機能分子工学科 

金属加工学科 

金属学科 

金属工学科 

金属材料学科 

金属材料工学科 

原子工学科 

原子力科 

原子力工学科 

原子炉工学科 

コ 

 

 

 

 

サ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セ 

工業材料科 

厚生薬学科 

高分子学科 

高分子工学科 

高分子材料工学科 

材料開発工学科 

材料科学科 

材料科学工学科 

材料加工学科 

材料学科 

材料機能工学科 

材料工学科 

材料物性学科 

材料物性工学科 

材料プロセス工学科

色染工芸学科 

資源工学科 

資源素材工学科 

システム量子工学科

食品科学科 

食品学科 

食品工学科 

食品工業科学科 

食料科学科 

森林資源科学科 

製剤学科 

製糸学科 

セ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソ 

 

 

ト 

ハ 

 

フ 

製造薬学科 

生体機能応用工学科 

生体物質工学科 

生体分子工学科 

生物応用工学科 

生物機能工学科 

生物工学科 

生物資源科学科 

生物資源利用学科 

生物生産科学科 

生物分子科学科 

生物薬学科 

精密素材工学科 

精密物質学科 

生命理学科 

製薬学科 

繊維工学科 

繊維高分子工学科 

総合薬学科 

総合薬品科学科 

素材工学科 

塗装科 

醗酵工学科 

醗酵生産学科 

物質科学科 

物質科学工学科 

物質工学科 

フ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マ 

 

ム 

ヤ 

 

 

 

 

 

ユ 

ヨ 

リ 

物質生物科学科 

物質生物工学科 

物質生命工学科 

物質生命ｼｽﾃﾑ工学科 

物質分子科学科 

物質分子学科 

物質理工学科 

プロセス工学科 

分子工学科 

分子システム工学科 

分子生物学科 

分子生命科学科 

分子素材工学科 

マテリアル科学科 

マテリアル工学科 

無機材料工学科 

冶金学科 

冶金工学科 

薬科学科 

薬学科 

薬剤学科 

薬品科学科 

有機材料工学科 

窯業工学科 

林産学科 

林産工学科 

 
➁化学に関する授業科目等の例 

名称の一部に「化学」の字句が含まれる授業科目 
（ただし明らかに「化学に関する分野」と認められないものは除く。（例）進化学等） 

◯その他化学の授業科目は、 
ホームページ( https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/annai/qualified03.html )※ 

を参照するか当支部にお問い合わせください。 
※危険物取扱者試験 化学の授業科目例で web 検索 

 
８ 乙種危険物取扱者試験 
(1) 試験科目、問題数及び試験時間 

試 験 科 目       （ ）内は略称 問題数 合 計 試験時間 

① 危険物に関する法令（法令） 15 問 

35 問 ２時間 ② 基礎的な物理学及び基礎的な化学（物化） 10 問 

③ 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法（性消） 10 問 

(2) 試験科目の免除 

既にいずれかの乙種危険物取扱者免状を取得している方は、試験科目の「法令」・「物化」の全部が免除にな

ます。 

また、第１類又は第５類の受験者で火薬類免状を取得している方は申請により、「物化」及び「性消」の一部

が免除になります。 

乙種危険物取扱者試験における試験科目等の免除については、次表のとおりですので、免除資格がある方で

免除を希望される方は、受験願書の科目免除欄に記入し、免状のコピーを提出してください（一部免除につい

ては、免除を受けた問題は点数加算されません。）。 
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免 除 資 格 者 免除類別 試験科目 免除内容 問題数 合計 試験時間 

乙種危険物取扱者免状を取得してい

る方 全 類 
①法令 
②物化 
③性消 

全部免除 
全部免除 
―――― 

0 問 

0 問 

10 問 

10 問 35 分 

火薬類免状を取得しており、科目の

一部免除を申請する方 
第１類 
第５類 

①法令 
②物化 
③性消 

―――― 
一部免除 
一部免除 

15 問 

4 問 

5 問 

24 問 １時間 30 分 

乙種危険物取扱者免状及び火薬類免

状を取得しており、科目の免除を申

請する方 

第１類 
第５類 

①法令 
②物化 
③性消 

全部免除 
全部免除 
一部免除 

0 問 

0 問 

5 問 

5 問 35 分 

〔備考〕 
火薬類免状とは、次の免状を意味します。 

    ◆甲種、乙種及び丙種の火薬類製造保安責任者免状（火薬類取締法） 
    ◆甲種及び乙種の火薬類取扱保安責任者免状（火薬類取締法） 
 

９ 丙種危険物取扱者試験 
(1) 試験科目、問題数及び試験時間 

試 験 科 目       （ ）内は略称 問題数 合 計 試験時間 

① 危険物に関する法令（法令） 10 問 

25 問 １時間 15 分 ② 燃焼及び消火に関する基礎知識（燃消）  5 問 

③ 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法（性消） 10 問 

(2) 試験科目の免除 

次表の免除資格者に該当する方は、試験科目の「燃消」の全部が免除になります。 

免除を希望される方は、次の証明書類をすべて提出してください。 

① 消防団員歴を証明する書類（消防団長等が証明するもの。コピー可） 

② 消防学校の教育修了証の写し（消防学校長が証明するもの） 

免 除 資 格 者 試験科目 免除内容 問題数 合計 試験時間 
５年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織

法第５１条第４項の消防学校の教育訓練のうち基

礎教育又は専科教育の警防科を修了した方 

①法令 
②燃消 
③性消 

―――― 
全部免除 
―――― 

10 問 

0 問 

10 問 
20 問 １時間 

 
１０ 複数受験(乙種の試験のみ) 

午前に、乙種の複数種類を次のとおり同時に受験することができます。 
なお、同日併願受験(同一試験日の午前と午後に実施する試験を受験すること)はできません。 

(1) 受験種類数と試験時間 
ア 既にいずれかの乙種危険物取扱者免状を取得している方 

乙種の他の類を４種類まで同時に受験できます。試験時間は、１種類が３５分間です（乙種免状既得者

のため、試験科目が一部免除されています）。 

（例）３種類受験の場合の試験時間は、３５分×３種類＝１時間４５分 

イ いずれの乙種危険物取扱者免状も取得していない方 

乙種を２種類まで同時に受験できます。この場合、「法令」と「物化」は同じ問題となりますが、２種類

目も解答カードを記入する必要があります。そのため、２種類目の試験時間は「性消」の３５分と「法令」

と「物化」の解答を転記するための１０分が加算され４５分間となり、合計２時間４５分となります。 

(2)主な注意事項 

ア 電子申請(P.6) 

願書情報入力画面で必ず複数受験の追加申請を選んでください。 

イ 書面申請(P.7～) 

受験種類ごとに試験手数料を払込みしたうえで、受験願書を１部ずつ作成し、同一封筒で申請してくだ

さい。また、それぞれの受験願書にその他の受験種類を記入してください。(P.9 参照) 
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１１ 電子申請の方法 

(1) 申請方法 

当センターホームページから申請してください。 

受付時間は、受付開始日の午前９時から受付終了日の午後１１時５９分までです。（２４時間対応。ただし、

毎週土曜日の午前３時から午前５時まではシステムメンテナンスのためご利用できません。） 

証明書類が必要な試験を申し込むと、証明書類のデータファイルをアップロードするためのＵＲＬが記載さ

れたメールが届きます。案内にしたがってアップロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 試験手数料の払込方法（電子申請の場合） 

払込方法は、次の４種類から選択できます。(試験手数料の払込みには、所定の払込手数料が必要です。払込

手数料は申請者の負担となります。) 

決 済 方 法 決 済 内 容 払込手数料 領収書 

ペイジー（Pay-easy） 情報リンク方式 オンライン方式 

160 円（税込）

が別途発生 

電子申請システ

ムにより発行可 

 

（試験日翌日～ 

試験日の翌年度

末まで） 

コンビニエンスストア

決済 

セブンイレブン ファミリーマート 
ローソン ミニストップ  セイコーマート 
デイリーヤマザキ（一部店舗を除く。） 

クレジットカード決済 ＶＩＳＡ マスターカード ＪＣＢ 

アメリカンエキスプレス ダイナース 
スマホ決済 PayPay メルペイ 

 

※ 主な注意事項 ※ 

次の内容を必ず確認してください。 

① パソコンやスマートフォンを使ってインターネットに接続でき、当センターのホームページから受験

票（ＰＤＦ）をダウンロードして自宅やコンビニ等のプリンター、複合機で印刷できること 

② 資格の証明書類等を添付する必要がある申請の場合は、審査結果等を通知する当センターからのメー

ルを必ず受信できるようにしておくこと 

（証明書類に不備があった場合は差し戻ししますので、必ずメールを確認してください。） 

③ 資格の証明書類等はＰＤＦ又はＪＰＥＧ形式のファイルを準備すること 

④ 既に危険物取扱者免状を取得している場合は、免状の記載事項に変更がないこと 

電子申請には、免状番号（免状の写真下に記載されている１２桁の番号）の入力が必要です。 

免状番号のない古い免状をお持ちの方は電子申請できませんので、書面で申請してください。 

⑤ 複数受験を希望する場合は、願書情報入力画面で必ず複数受験の追加申請を選ぶこと 

詳しくは、（一財）消防試験研究センターホームページ「電子申請に関するＱ＆Ａ」をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜電子申請のここがおすすめ！＞ 

パソコンやスマートフォンから、２４時間 簡単に申請できるほか・・ 

次の場合でも申請できます。 

・ 受験資格を証明する書類が必要な場合（実務経験、卒業証明書など） 

・ 科目免除を希望し、資格証明の書類が必要な場合（火薬類免状保有者など） 

・ 同一試験日に複数の受験を申請する場合 

 

(一財)消防試験研究センター 電子申請室 

専用電話（全国共通） ０５７０-０７-１０００（有料） 

受付時間 午前９時 ～午後５時（土日祝日、年末年始を除く。） 

(一財)消防試験研究センターホームページ https://www.shoubo-shiken.or.jp/ 

電子申請に関するお問い合わせ先  
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１２ 書面申請の方法 

(1) 申請に必要な書類 

提出する書類は次表のとおりです。 

受験願書 

受験する種類（１種類につき１部）ごとに作成してください。ま

た、同一日に複数種類の受験を申請する場合は一緒に提出してくだ

さい。（P.9～の記入例参照） 
振替払込受付証明書(お客さま用) 

(郵便払込取扱票で払込みした場合) 

当センター指定の「振替払込受付証明書（お客さま用）」を受験願

書Ｂ面（表）の指定の欄に貼付してください。（P.10 参照） 

該 

当 

者 

の 

み 

危険物取扱者免状のコピー 
既に危険物取扱者免状を取得している場合は、そのコピーを受験願

書Ｂ面（裏）の指定の欄に貼付してください。（P.10 参照） 

甲種受験資格を証明する書類 
甲種を受験される方は、受験資格を証明する書類の提出が必要で

す。（P.3 の 7(2)参照） 

火薬類免状のコピー 

火薬類免状を取得している方で、乙種第１類又は第５類の試験科目

の一部免除を受ける方は、証明する火薬類免状のコピーの提出が必

要です。（P.4 の 8(2)参照） 

消防団員歴を証明する書類（コ

ピー可）及び消防学校の教育修

了証の写し 

丙種の試験科目免除を受ける方は、資格を証明する書類の提出が必 
要です。（P.5 の 9(2)参照） 

(2) 受験願書等の提出方法 

受験願書は当支部へ持参又は郵送（特定記録郵便扱い。なお、特定記録郵便の受領証は受験票が届くまで保

管してください。）で提出してください。受理された受験申請書類はお返しできません。 

郵送する場合は受付終了日の消印有効です。 

受 付 時 間 所  在  地 
午前９時～正午、午後１時～午後５時 

（土日祝日、年末年始を除く。） 

〒680-0011 鳥取市東町１－２７１ 県庁第二庁舎８階 
一般財団法人 消防試験研究センター 鳥取県支部 宛 

 (3) 試験手数料の払込方法（書面申請の場合） 

次のア又はイのいずれかの払込方法をご選択ください。(試験手数料の払込みには、所定の払込手数料が必要

です。払込手数料は申請者の負担となります。) 

ア 郵便払込取扱票での払込方法 
① 受験願書と一緒に受領した「払込取扱票」の金額欄に受験する試験の種類に応じた試験手数料をご記入 

のうえ、郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で払込みしてください。 

② 郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で受領した「振替払込受付証明書（お客さま用）」を受験願書Ｂ面（表） 
の指定の欄に貼付してください。(P.10 参照) 

※ 注意事項 

・ＡＴＭ機では払込みしないでください。 

・払込取扱票の「振替払込受付証明書（お客さま用）」に日附印がないものは無効です。 

・本人控え用の「振替払込請求書兼受領証」が貼付されている場合の申請は無効です。 

 

 

 

 

                     \                   \ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験する試験の種類

に応じた払込金額を 

記入してください。 

【危険物取扱者】 

甲種・・・\7,200 

乙種・・・\5,300 

丙種・・・\4,200 

※ 金額を訂正したも

のは無効 

必ず日附印があ

ることを確認し

てください。 

当センター指定の払込用紙：書面申請手続用 
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決済完了番号は、必ず記載してください。 

イ ２次元コード経由での払込方法 
① 受験願書の項目を全て記載のうえ、受験願書２枚目Ｂ面（表）左下に印刷されている２次元コードか 

ら払込サイトに入り、画面遷移にしたがって払込みしてください。(次の４種類から選択できます。) 

決 済 方 法 決 済 内 容 払込手数料 領収書 

ペイジー（Pay-easy） 情報リンク方式 オンライン方式 

160 円（税

込）が別途

発生 

電子申請システ

ムにより発行可 

 

（試験日翌日～ 

試験日の翌年度

末まで） 

コンビニエンスストア

決済 

セブンイレブン ファミリーマート 
ローソン ミニストップ セイコーマート 
デイリーヤマザキ（一部店舗を除く。） 

クレジットカード決済 ＶＩＳＡ マスターカード ＪＣＢ 

アメリカンエキスプレス ダイナース 
スマホ決済 PayPay メルペイ 

② 電子決済後、決済完了メール文中に記載してある１８桁の「決済完了番号」を必ず受験願書Ｂ面（表） 

左下に記入してください。（P.10 参照） 

【参考】受験願書Ｂ面（表）の２次元コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受験願書に印刷されている２次元コードは受験願書ごとに異なります。２次元コード経由で決済エ

ラー等のため払込みできなかった場合は、多重決済防止のため同じ２次元コードを利用することがで

きません。この場合、その受験願書を破棄し新しい受験願書で決済するか、引き続きその受験願書を

使用したい場合、前記ア記載の郵便払込取扱票での払込方法により払込みしてください。 

 

 

１３ 専修学校受験資格証明書と単位修得証明書 （書式例） 
 
（書式例１）              （書式例２） 

                 

○○年○月○日　入学　○○部○○○科

○○年○月○日　修了　

氏名　　○○○○○

○○年○○月○○日生

上記のとおり証明する

令和○○年○○月○○日

専修学校の所在地

〇〇専門学校　学校長　〇〇　〇〇　印

１７００時間
課程の修了に必要な

総授業時間数

○○第○○○号

　〇〇年〇〇月〇〇日　　〇〇号

学校教育法第１２４条に定める専修学校として

認可を受けた日及び文書番号

甲種危険物取扱者受験資格証明書(専修学校用)

修 業 年 限

課程の名称 ○○○○専門課程

２年

○○年○月○日　入学　○○部○○○科

○○年○月○日　修了　

氏名　　○○○○○

○○年○○月○○日生

化学に関す

る科目名

修得

単位

化学に関す

る科目名

修得

単位

有機化学 4 高分子化学 2

無機化学 4 分析化学 2

燃焼工学 3 反応速度論 2

上記のとおり証明する

令和○○年○○月○○日

○○大学　学長　○○ ○○　印

○○第○○○号

単位修得証明書   

 

 

《注１》 
証明書の書式は、書式例の内

容が記載されていれば自由で

す。 
《注２》 

学長等が「化学に関する分野」

と認めた授業科目は、原則と

してそのまま単位として認め

ます。 
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受験願書Ａ面（１枚目） の記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 受験願書は必ず受験者本人が記入してください。 

２ Ｂ面は切り離さず、２枚重ねて丁寧に記入してください。 

３ 黒色のボールペンを使い、「かい書」で正しく書いてください。 

４ 書き損じた場合は、横２本線を引いて、その上方に正しく書いてください。 

５ 住所は受験票の送付先を記入してください。 

注 意 事 項 
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受験願書Ｂ面（２枚目） の記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       受験願書Ｂ面（表） (下部分) 

 

 

 

\                            \     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験願書Ｂ面（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     両 
                                     方 

                                              必 

                                              要 

                                                     

  

 
１ 郵便払込取扱票で試験手数料払込みの際に郵便局又はゆうちょ銀行の窓口（ＡＴＭ機での払

込みは不可）で受領した「振替払込受付証明書（お客さま用）」を受験願書Ｂ面（表）の指定

の欄に貼付してください。 

２ 本人控え用の「振替払込請求書兼受領証」では、受験申請できません。 

３ 「振替払込受付証明書（お客さま用）」を紛失、汚損等により受験願書に貼付できない場合、

当センターでは責任を負えません。その場合は、再度払込みのうえ、新たな受験願書に貼付し

てください。 

注 意 事 項 

[郵便払込取扱票での払込みの場合](P.7) 

払込取扱票の「振替払込受付証明書（お客

さま用）」を貼付してください。 

[２次元コード経由での払込みの場合] (P.8) 

決済完了メール文中にある１８桁の「決済完

了番号」を記入してください。 

必ず郵便局の日附印を確認してください。 

※ 日附印がないものは無効 

既に危険物取扱者免状を取得している方はコ

ピーを貼付してください（裏面に記載事項の

ある場合は、裏面のコピーも貼付してくださ

い。）。 

各種証明書等をこの部分に貼付してください。 

【乙種危険物取扱実務経験証明書】 

危険物製造所等における実務経験２年以上

で、甲種を受験する方のみ必要です。 

事業所（会社等）の印 

証明者の役職印又は印 
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１４ 受験票及び写真について 

(1) 受験票に記載されている試験日、集合時刻、試験開始時刻、試験会場等を必ずご確認ください。 
(2) 受験票（控）は、合格発表の確認に必要です。また、甲種を再受験される方は、資格の証明に代えることが 

できますので、大切に保管してください。 

 

受
験
票
の
印
刷
・
送
付 

電
子
申
請 

試験日の概ね１０日前までに「受験票ダウンロード可能メール」を送信します。このメールに

は受験票は添付していませんので、受験票は当センターホームページの電子申請トップページ

からダウンロードし、印刷してください。当センターから受験票は郵送しません。何らかの理

由により当センターからのメールが届かない場合でも、受験票のダウンロードは可能です。受

験票をダウンロードする際に入力する「電子申請受付番号」が不明な場合は、「電子申請状況確

認」画面で確認してください。 

その他のお問い合わせは電子申請室（0570-07-1000）にご連絡ください。 

（午前９時 ～午後５時（土日祝日、年末年始を除く。）） 

書
面
申
請 

試験日の 1 週間前までに当支部から発送します。（複数受験者は複数届きます。） 

受験票が届かない場合又は受験票を紛失した場合は、当支部 (電話 0857-26-8389)にご連絡くだ

さい。（午前９時～正午、午後１時～午後５時（土日祝日、年末年始を除く。）） 
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【書面申請者用受験票】 ※受験票はイメージです。 

 
 
 
 

(3) 写真について（電子申請、書面申請共通） 
受験時の本人確認及び合格後の免状作成時に使用しますので、下記の条件を満たす写真を反らないようにし

っかりと受験票にのり付けしてください（セロハンテープ不可）。 
下記の【不適切写真例】のほか、免状用の写真として不適切である場合は、合格後に写真の再提出が必要に

なります。 

 

【写真の条件】 

・大きさ 縦 4.5cm×横 3.5cm 

・上三分身像又はパスポート規格(右図参照) 

・受験日前６ヶ月以内に撮影されたもの 

・正面、無背景 

・無帽（宗教上又は医療上の理由がある場合

を除く。） 

・枠なし、鮮明なもの 

・カラー・白黒どちらも可 

・裏面に氏名、年齢及び撮影年月日を記入 

・デジタルカメラで撮影されたものは、写真

専用紙で印刷した鮮明なもの 

<上三分身像> 
    おおむね胸から上

 
 

<パスポート規格> 

 
       (単位:ｍｍ) 

 

【不適切写真例】 

◎表面にキズのある写真 

◎イヤホン、サングラス、色付きレンズの眼鏡やマスクを着用した写真 

◎写真のコピー 

◎普通紙に印刷されたもの 

◎メガネフレームやメガネレンズの照明による反射、頭髪が目にかかっている写真等 

◎画像処理（加工修正）が施された写真  

◎背景と頭髪の色が同系色の写真 

必ず写真をのり付けして持参してく

ださい。なお、のりがはみ出さない

ようご注意ください 
※セロハンテープ使用不可 

受験者ご本人が「かい書」で記入 

切り離して持参してください。 
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１５ 試験当日の注意事項 

(1) 持ち物 

ア 受験票（縦 4.5 cm × 横 3.5cm の写真が貼付されているもの） ※ 複数受験者は種類ごとに必要です。 

イ 鉛筆又はシャープペンシル（いずれもＨＢ又はＢ） 

ウ プラスチック消しゴム 

(2) 試験の方法 

種 類 方 法 

甲種及び乙種 ５肢択一式（マークシート方式） 

丙 種 ４肢択一式（マークシート方式） 

(3) その他 

ア 次の場合は受験できません。 

① 受験票がない場合 

② 受験票に貼付する写真をお持ちでない場合（試験会場には写真を撮影できる機械はありません。） 

③ 本人と確認できない写真（マスク、サングラスの着用等）が貼付されている場合 

イ 鉛筆又はシャープペンシル以外の筆記具（ボールペン等）を使用して解答カードにマークした場合には、 

機械が読み取れず、０点となることがありますので、使用しないでください。 

ウ 参考書、法令集等の参照は一切できません。 

エ 携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の電子機器類は必ず電源を切り、カバン等にしまってく

ださい。また、これらの電子機器類を時計として使用することはできません。 

オ 不正行為は失格とします。また、試験監督員等の指示に従わない場合は退場を命じ、失格とすることがあ

ります。 

 

１６ 合格基準 

甲種、乙種及び丙種危険物取扱者試験はいずれも、試験科目ごとの正答率がそれぞれ６０％以上必要です。

（全部又は一部免除された科目（問題）がある場合は、免除されていない科目（問題）で前記の基準が適用。） 
 

１７ 合格発表 

(1) 合格者の受験番号を鳥取県支部前の廊下に公示します。 

(2) 受験者全員に「試験結果通知書」（圧着ハガキ）を郵送します。 

（合格者の通知には、「危険物取扱者免状交付申請書」が付いていますので、切り離さないでください） 

(3) 合格発表日の正午から当センターのホームページに合格者の受験番号を掲載します。 
合格された方は、P.14「１９ 新免状の交付申請の手続き（合格者用）」をご覧ください。 

なお、試験内容、解答、試験の合否及び採点結果等に関するお問い合わせには、一切応じられません。 
 

１８ 個人情報の取扱いについて 

当センターは、危険物取扱者及び消防設備士試験の実施と免状作成業務を行っています。 

当センターは、試験及び免状事業の実施機関として個人情報を取り扱っていますので、個人情報の重要

性を十分認識し、その保護の徹底を図るとともに、個人情報の保護に関する法令及びその他の関連する規

範を遵守し、取得した個人情報は、正確、かつ、安全に取り扱います。 

(1) 当センターの個人情報の内容と利用目的は次のとおりです。 

ア 個人情報の内容 

氏名、生年月日、本籍、住所、電話番号、勤務先名、学校名、職業、顔写真、メールアドレス等 

イ 利用目的 

利用は、本人確認、本人への通知・連絡、免状作成、免状交付状況に係る事項等の当センターの業務

の範囲内で行います。 

(2) 当センターは、利用目的を達成のため、当該情報を業務委託先に預託する場合があります。その場合の

業務委託処理は、個人情報を保護するための措置及び業務委託先との責任関係の明確化を図るとともに、

業務機器等の安全対策を確実に実施しています。 

なお、個人情報の提供は、団体受験に関し当該団体代表者へ提供するもの及び法令等に基づくものに限

定し適切に取り扱います。 
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１９ 新免状の交付申請の手続き（合格者用） 

試験に合格された方は、なるべく指定期日（試験結果通知書に記載）までに新免状の交付申請をしてください。 

交付申請先 
一般財団法人消防試験研究センター鳥取県支部 

〒680-0011 鳥取市東町 1-271 鳥取県庁第二庁舎８階    電話(0857－26－8389) 

交付申請方法 
◯郵送の場合    特定記録郵便で郵送してください。 

◯窓口へ持参の場合 午前９時～正午、午後１時～午後５時 (土日祝日、年末年始を除く。) 

交付手数料 

２，９００円 

新規交付申請用納付書(＊)により金融機関又はコンビニエンスストアで払い込んでください。 

＊新規交付申請用納付書は合格者に鳥取県消防防災課から別途送付されます。 

交付申請に必要な書類は次表のとおりです。 

交付申請に必要な書類 注 意 事 項 

危険物取扱者免状交付申請書 試験結果通知書(圧着はがき)の右側。試験結果通知書と切り離さないでください。 

納税証明書＜納付済証＞ 

（下図縮小見本参照） 

交付手数料を払い込んだ新規交付申請用納付書の右端の納税証明書＜納付済証＞を

消防設備士免状交付申請書の裏面に貼付してください。  【領収印があるもの】 

既 得 免 状 

（既に取得している 

危険物取扱者免状） 

既得免状を必ず提出してください。未提出の場合、新免状は交付できません。 

既得免状を亡失された方は、別途、免状の再交付を受けてください。 

※新免状の交付は、既得免状の再交付後となります。 

新免状送付用封筒 

（免状交付は郵送のみです。 

窓口交付は行いません。） 

新免状を郵送するため 

・自宅、勤務先等郵便物を確実に受け取れる住所を宛先として、定形封筒（横 9cm

～12cm、縦14cm～23.5cm）に郵便番号、住所、氏名を記入し、４６０円分の切手

（簡易書留郵便料（50ｇまで））を貼付してください。 
 
 
【縮小見本：新規交付申請用納付書】 
 
 
                                                     ￥             

                                      ￥                                   ￥              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【申請書記入例】 

危険物取扱者免状交付申請書 
鳥取県知事殿        申請日 令和◯年◯◯月◯◯日 

       申請者名    試 験  太 郎    郎 

       電話番号 勤務先等００００－００－００００ 

                    内線（００００） 

       自宅又は携帯電話 ０００－００００－００００ 

 

住  所 
〒680-0011 鳥取県鳥取市◯◯町 

            ◯－◯◯◯◯ 

      ◯◯◯マンション ◯◯号室 

フリガナ 

氏  名 

シケン  タロウ 

試 験  太 朗 郎 

本籍 

鳥取県 

生年月日 平成 00 年 00 月 00 日 ※受付欄 

試 験 日 令和 00 年 00 月 00 日 
合格した 

試験の種類 
◯種◯類 ※手数料欄 

裏面の手数料欄の説明を

ご確認ください。 
受験番号 ◯◯－◯◯◯◯ 

既得免状 乙１、乙２ ※経過欄 

他都道府県知事 

への申請状況 
 

 

【申請書記入要領】 
★申請書は、後日郵送される試験結果通知書(圧着はが

き)の右側です。 
★氏名、本籍、生年月日は免状に記載されますので、住

民票の内容と一致しているか確認してください。 
 
①申請日………窓口提出日又は、郵便発送日を記入して

ください。 
②申請者名……住民票の氏名を記入してください。外国

籍の方も住民票等の氏名を記入し、フリガナを記入し
てください。 

③電話番号……平日の日中に連絡が取れる電話番号を記
入してください。 

④住所、氏名、フリガナ、本籍、生年月日……印字に誤
りがある場合は、二本線で抹消して朱書きで訂正して
ください。 

⑤既得免状……記入漏れ、誤記入等がある場合は、追記
又は訂正してください。既得免状は免状交付申請の際
に申請書と一緒に提出してください。既得免状の氏
名、本籍等に変更のある方は書換えの申請書及び書換
え事項を証明する書類を同時に提出し、書換えを行っ
てください。（手数料はかかりません。）他の都道府県
に提出されている方はご連絡ください。 

 

納税証明書＜納付済証＞を危険物取扱者免状交付申請書の裏面に貼付してください。 

① 
② 

③ 

⑤ 

④ 
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２０ その他注意事項 

(1) 受理した受験願書は、お返ししません。 

(2) 受験願書等の記入文字が判読できなかったり、虚偽の記載、虚偽の証明書等を提出した場合は、受験を拒否 
し、あるいは合格を取り消すことがあります。 

(3) 受験願書を提出した後に住所・氏名等を変更した場合には、直ちに当支部にご連絡ください。 
   変更の連絡がないと受験票や試験結果通知書が「宛先不明」で届きません。 

(4) 宗教上又は医療上の理由により、帽子等の着用を希望される場合は、事前に当支部にご連絡ください。 
(5) 身体障がい等の理由により受験に際して必要な配慮（車椅子、補聴器等の使用等）を希望している場合は、 

受験申請前にご相談ください。なお、内容によっては、ご希望に沿えない場合がありますが、あらかじめご了 
承ください。 

 

２２ 主な試験会場（予定） 

いずれの会場も駐車場はありますが、他の行事と重なることもあり、十分ではありませんのでご注意ください。 
 

（鳥取市） 鳥取県庁*：鳥取市東町１―２２０ 

       とりぎん文化会館（県民文化会館）：鳥取市尚徳町１０１－５ 
 

（倉吉市） エースパック未来中心：倉吉市駄経寺町２１２―５ 

       倉吉体育文化会館：倉吉市山根５２９―２ 
 

（米子市） 鳥取職業能力開発促進センター米子訓練センター（ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ米子）：米子市古豊千５２０ 

米子コンベンションセンター：米子市末広町２９４ 
 

＊〈 鳥取県庁会場付近案内図 〉（出入口） 

とりぎん文化会館 
(県民文化会館) 

 

県
庁 

本
庁
舎 

裏玄関 武
道
館 

講 堂 議
会
棟 

 

県
庁 

第
二
庁
舎 

試験会場へは、本庁舎裏玄関から入ってください。 

県警本部 

緑
地
公
園 
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受験願書作成のチェック(書面申請) 

○ チ ェ ッ ク 項 目 
 試験手数料は正しい金額を払込みしましたか。 

郵便払込取扱票で払込みした場合、「振替払込受付証明書(お客さま用)」を貼付しましたか。 
２次元コード経由で払込みした場合、「決済完了番号」を記入しましたか。 

 受験資格又は科目免除を受けるための、資格を証明する書類等は貼付しましたか。 
 各種資格をお持ちの方は、科目免除を「受ける」又は「受けない」のいずれかに○をしましたか。 
 既に危険物取扱者免状を取得している方は、その免状のコピーを添付しましたか。 
 試験日、試験種類、受験地を確認しましたか。 

☆☆ よく確認してから提出してください。 ☆☆ 

 
 

《 問い合わせ先 》 

（１）受験に関すること 

       一般財団法人 消防試験研究センター 鳥取県支部 

電  話 ０８５７－２６－８３８９ 

受付時間 午前９時～正午、午後１時～午後５時（土日祝日、年末年始を除く。） 

ホームページアドレス       https://www.shoubo-shiken.or.jp/branch/31tottori/ 

                                      

（２）電子申請に関すること 

       一般財団法人 消防試験研究センター 電子申請室 

      専用電話（全国共通） ０５７０－０７－１０００（有料） 

      受付時間 午前９時～午後５時（土日祝日、年末年始を除く。） 

 
 
◎事故等により会場や日程を変更する場合には、緊急情報としてホームページに掲載します。 

特に、気象庁の特別警報等の発表などにより試験日時を変更する場合の緊急情報は、試験開始時間の２時間前までに

ホームページに掲載します。 
 
※ 当センターは、試験実施機関であり、受験準備の講習会や参考書等の出版・斡旋等は、一切行っておりません。 
 
 
 
 
 
 

   ◯ 受験願書、免状交付申請書等を送付する際、宛名ラベルとしてご利用ください。  
 

 

〒６８０－００１１ 
   鳥取市東町１－２７１ 
       鳥取県庁第二庁舎 ８階 
 
一般財団法人 
消防試験研究センター鳥取県支部 行 

キリトリ✂ 

〒６８０－００１１ 
   鳥取市東町１－２７１ 
       鳥取県庁第二庁舎 ８階 
 
一般財団法人 
消防試験研究センター鳥取県支部 行 

キリトリ✂ 


